（博士後期課程）

承　　諾　　書
令和　　　年　　　月　　　日
高知工科大学附属情報図書館長 様
	ふりがな
氏　　名
(自著または記名押印)
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	コース
	

	学籍番号
	

	学位取得年月
	令和　　　　年　　　　月

	論文タイトル
	

	住所
	〒


	連絡先
	℡

	電子メール
	


高知工科大学学術情報リポジトリを利用し、インターネットに博士学位論文を公表することに関し、下記の通りとします。
記
1． 論文要旨及び論文全文の公表について（博士論文については、原則公表しなければなりません）
☐　学位取得後ただちに公表することについて承諾する。　
＊上記にチェックを入れた人は、以下の２～４に回答する必要はありません
☐　やむを得ない事由があり、論文全文の公表の延期（学位取得から１年以内）を希望する。
☐　やむを得ない事由があり、論文全文を学位取得から１年以内に公表できないため、論文
要約の公表を希望する。（こちらにチェックを入れた人は、要約の提出が必要です）
２．論文全文を公表できない事由
☐　著作権保護、個人情報保護等の理由により、１年を超えて公表できない内容を含む
☐　出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルに掲載している（予定している）
☐　特許の申請等のため
☐　その他（理由を以下に必ず記載してください）
３．上記理由の詳細

４．やむを得ない事由の解消（予定）時期
☐　　　　　年　　　　　月頃
以上
上記について指導・確認しました。
主指導教員　　　　　　　　　　　　　　　署名または記名押印
＊公表の延期を希望する場合は、工学研究科長の署名または記名押印が必要です。
工学研究科長　　　　　　　　　　　　　　署名または記名押印
＜注意事項＞
１. この承諾書は、学位論文をインターネット上に公表するために、著作権法の複製権・公衆送信権について許諾を与えていただくものです。（学位論文はインターネットの利用により公表することが学位規則第９条により義務づけられており、承諾書を提出しない場合、学位は授与されません。）
２. 公表にあたり、高知工科大学学術情報リポジトリ上に、「データの複製・印刷・ダウンロード等は、調査研究・教育または学習を目的とした場合に限定する」ことを明示します。
３. やむを得ない事由により、論文全文の公表の延期を希望する場合は、工学研究科長の承認が必要です。公表の延期は学位取得から１年間を限度とします。１年を超えて延期する場合には、延期中の期間には、論文全文に代えて「論文の要約」が公表されるため、『１年を超えての公開の延期を申請する際には申請と同時に』「論文の要約」を必ず提出してください。
４. 高知工科大学学術情報リポジトリに登録し、一度でも公表した場合、公表状態については原則変更できません。
５. 承諾書に記載いただいた事項は、目的以外の用途には使用しません。
